
   佐倉市企業誘致・再投資促進助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、企業の誘致及び再投資の促進を図り、もって産業振興及び

地元雇用の拡大に資するため、佐倉市企業誘致・再投資促進助成金（以下「助

成金」という。）を交付することについて、佐倉市補助金等の交付に関する規

則（平成９年佐倉市規則第３９号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 助成金の交付の対象者は、指定企業（佐倉市企業誘致・再投資促進指定

企業の指定に関する要綱（１７佐商第４２０号）により指定を受けた企業をい

う。以下同じ。）とする。 

 （助成金の種類） 

第３条 助成金の種類は、次のとおりとする。 

（１）企業誘致促進助成金 

（２）再投資促進助成金 

（３）緑化推進奨励金 

（４）賃貸型誘致促進助成金 

（５）賃貸型情報機器助成金 

（６）雇用促進奨励金 

 （補助対象経費等） 

第４条 助成金の交付の対象となる経費、金額及び期間は、別表第１のとおりと

する。ただし、金額については、予算の範囲内とする。 

 （交付の申請及び実績報告） 

第５条 規則第３条第１項に定める補助金等の交付を受けようとする指定企業

が提出しなければならない申請書及び規則第１３条に定める補助事業等の実

績その他補助事業等の成果を記載した報告書は、佐倉市企業誘致・再投資促進

助成金交付申請書兼実績報告書（別記様式第１号）とする。 

２ 佐倉市企業誘致・再投資促進助成金交付申請書兼実績報告書に添付する書

類及び申請に係る期間は、別表第２のとおりとする。 

 （交付の決定及び額の確定） 

第６条 規則第６条第１項に定める補助金等の交付の決定の通知及び規則第１

４条に定める交付すべき補助金等の額の確定の通知は、佐倉市企業誘致・再投

資促進助成金交付（不交付）決定通知書兼確定通知書（別記様式第２号）によ

るものとする。 

 （交付の請求） 

第７条 規則第１６条第１項に定める請求書は、佐倉市企業誘致・再投資促進助

成金交付請求書（別記様式第３号）とする。 



 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （佐倉市企業誘致助成要綱及び佐倉市企業誘致助成実施要領の廃止） 

２ 佐倉市企業誘致助成要綱（平成１７年３月３１日施行。１６佐商第３９５号）

及び佐倉市企業誘致助成実施要領（平成１７年３月３１日施行。１６佐商第３

９５号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請がなされる補助金

について適用し、同日前に、廃止前の佐倉市企業誘致助成要綱に基づき交付の

申請があった補助金については、なお従前の例による。 

４ この要綱の施行の際、この要綱の規定にかかわらず、廃止前の佐倉市企業誘

致助成実施要領の規定による各種様式は、平成１９年３月３１日まで使用す

ることができるものとする。 

 （有効期限） 

５ この要綱は、令和１０年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日の属

する年度以前の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日後も、

なおその効力を有する。 

   附 則（平成２１年３月２４日決裁２０佐商第７５５号、平成２１年３月

３１日決裁２０佐財第６１６号） 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、附則第５項の改正規

定は、平成２１年３月３１日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月３０日決裁２２佐産第７３６号） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月１２日決裁２３佐産第７４８号、平成２４年３ 

月２６日決裁２３佐財第６８１号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月１２日決裁２６佐産第５７４号） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。    

附 則（平成２８年３月３０日決裁２７佐産第６４０号） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（令和２年３月２３日決裁佐産第９４６号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第５項の改正

規定は決裁の日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この要綱の規定は、令和２年度の予算に係る補助金から適用し、令和元年

度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則（令和６年３月２９日決裁佐財第６７８号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第５項の改正

規定は決裁の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の規定は、令和６年度予算に係る助成金から適用し、令和５年度

の予算に係る助成金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行前に佐倉市企業誘致・再投資促進指定企業の指定に関する

要綱により指定を受けた指定企業については、別表第１企業誘致促進助成金

の項及び再投資促進助成金の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和８年３月３１日決裁佐商第６０５号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の規定は、令和８年度予算に係る助成金から適用し、令和７年度

の予算に係る助成金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行前に佐倉市企業誘致・再投資促進指定企業の指定に関する

要綱により指定を受けた指定企業については、別表第１企業誘致促進助成金

の項及び再投資促進助成金の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

 

  



別表第１（第４条関係） 

 助成金の金額等 

助成金の

種類 
対象となる経費 助成金額 対象となる期間 

企業誘致
促進助成
金 

事業所等の新設

を行った指定企

業が事業の用に

供するために取

得した土地、家

屋及び償却資産

に係る助成金を

申請する年度の

前年度の固定資

産税及び都市計

画税の納付額 

 

対象となった

経費に相当す

る額の範囲内

とする。 

佐倉市企業誘致・再投資促進

指定企業の指定に関する要

綱第７条に規定する操業開

始届に記載された操業開始

年月日（以下「操業開始年月

日」という。）の属する年度の

翌々年度の４月１日から起

算して土地及び家屋につい

ては５年以内（本社が佐倉市

内に立地する場合は７年以

内）、償却資産については２

年以内とする。ただし、操業

開始年月日が１月から３月

までの場合は、操業開始年月

日の属する年度から起算し

て３年度を経過した年度の

４月１日から起算する。 

再投資促

進助成金 

事業所等の増設

を行った指定企

業が事業の用に

供するために取

得した土地、家

屋及び償却資産

に係る助成金を

申請する年度の

前年度の固定資

産税及び都市計

画税の納付額 

対象となった

経費に相当す

る額の範囲内

とする。 

佐倉市企業誘致・再投資促進

指定企業の指定に関する要

綱第７条に規定する操業開

始届に記載された操業開始

年月日の属する年度の翌々

年度の４月１日から起算し

て土地及び家屋については

５年以内、償却資産について

は２年以内とする。ただし、

操業開始年月日が１月から

３月までの場合は、操業開始

年月日の属する年度から起

算して３年度を経過した年

度の４月１日から起算する。 

緑化推進

奨励金 

助成金を申請す

る年度の前年度

に緑化推進のた

めの植栽及び維

持管理に要した

経費 

対象となった

経費に相当す

る額の２分の

１以内の額と

し、助成対象

期間内で１０

操業開始年月日の属する年

度の翌年度の４月１日から

起算して５年以内とする。 



０万円を限度

とする。 

賃貸型誘

致促進助

成金 

助成金を申請す

る年度の前年度

に年間テナント

賃借料に要した

経費 

対象となった

経費の２分の

１以内の額と

し、年間助成

限度額１５０

万円とする。

ただし、本社

立地企業につ

いては、年間

の助成額は、

３００万円を

限度とする。 

操業開始年月日の属する年

度の翌年度の４月１日から

起算して３年以内とする。 

賃貸型情

報機器助

成金 

助成金を申請す

る年度の前年度

に情報機器の年

間賃借料に要し

た経費 

対象となった

経費の２分の

１以内の額と

し、年間限度

額を５０万円

とする。 

操業開始年月日の属する年

度の翌年度の４月１日から

起算して３年以内とする。 

雇用促進

奨励金 

市内に住所を有

する者又は市内

に転入する者を

雇用保険一般被

保険者（短時間

労働者を除く。）

及び厚生年金保

険被保険者とし

て操業開始年月

日の前後６か月

以内に新規に１

年以上継続して

雇用した場合

に、これに要し

た経費 

被用者１人当

たり年間１０

万円とする。

ただし、当該

被用者が対象

となる経費の

いずれにも該

当する場合

は、被用者１

人当たり年間

２０万円とす

る。 

被用者を継続雇用して１年

が経過した日から起算して

３年以内とする。 

障害者手帳の交

付を受けている

障害者を常時雇

用する者として

操業開始年月日

の前後６か月以



内に新規に１年

以上継続して雇

用した場合に、

これに要した経

費 



別表第２（第５条関係） 

交付申請期間、助成金等交付申請書兼実績報告書添付書類等 

助成金の

種類 
申請期間 

申請書兼実績報告書 

添付書類等 

企業誘致

促進助成

金 

毎年４月１日

から同年５月

３１日まで 

１ 固定資産税及び都市計画税の課税額が確

認できる書類 

２ 市税の完納が確認できる書類 

３ その他市長が必要と認める書類 

再投資促

進助成金 

毎年４月１日

から同年５月

３１日まで 

１ 固定資産税及び都市計画税の課税額が確

認できる書類 

２ 市税の完納が確認できる書類 

３ その他市長が必要と認める書類 

緑化推進

奨励金 

毎年４月１日

から同年５月

３１日まで 

１ 緑化計画書 

２ 見積書その他の経費が確認できる書類 

３ 植栽等の状況が確認できる写真及び図面 

４ 植栽等の経費を支払ったことが確認でき

る書類 

５ 市税の完納が確認できる書類 

６ その他市長が必要と認める書類 

賃貸型誘

致促進助

成金 

毎年４月１日

から同年５月

３１日まで 

１ 事業所等の賃貸借契約書の写し 

２ 事業所等の賃貸借料の支払いが確認でき

る書類 

３ 市税の完納が確認できる書類 

４ その他市長が必要と認める書類 

賃貸型情

報機器助

成金 

毎年４月１日

から同年５月

３１日まで 

１ 情報機器の賃貸借契約書の写し 

２ 情報機器の賃貸借料の支払いが確認でき

る書類 

３ 市税の完納が確認できる書類 

４ その他市長が必要と認める書類 

雇用促進

奨励金 

雇用期間１年

を満了するご

とに、その満了

した日から６

か月以内とす

る。 

１ 雇用者名簿 

２ 雇用が確認できる書類 

３ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

の写し（当該被用者が市内に住所を有する

者等の場合に限る。） 

４ 厚生年金保険被保険者資格取得届の写し

（受付印のあるもの）（当該被用者が市内に

住所を有する者等の場合に限る。） 

５ 障害者手帳の写し（当該被用者が障害者

の場合に限る。） 

６ 市税の完納が確認できる書類 

７ その他市長が必要と認める書類  


